
令和４年２月９日 

西東京市保育課 

保護者 各位 

 

新型コロナウイルス（オミクロン株）に関わる登園自粛及び自宅療養期間について 

 

 新型コロナウイルスの感染疑われる症状が、本人又は同居者等に見られた場合、速やかに通園

している保育園にお知らせください。基準につきましては、保育施設における感染拡大防止のため

の留意点（令和４年２月 3 日付け）と保健所の対応のフローチャートをまとめたものを下記のとおり

作成しましたので、ご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは多摩小平保健所の HP をご覧ください。 

 

本人（園児） 

濃厚接触者 陽性 自分に症状

（発熱・のどの

痛み等）があ

る 

同居者に症状

（発熱・のどの

痛み等）があ

る 

同居者が濃厚

接触者に特定

された 

登園不可： 

陽性者との最終

接触の翌日から

７日間経過後 

に解除 

陽
性
者
と
同
居
な
し 

陽
性
者
と
同
居
あ
り 

登園不可： 

陽性者の発症日・

家庭内で感染対

策開始日のどち

らか遅い方の日

の翌日から７日間

経過後に解除。 

新たな陽性者が

でればリセット。 

無
症
状 

症
状
あ
り 

登園不可： 

検体採取日から

７日間経過後 

に解除 

登園不可： 

発症日の翌日か

ら 10日間 

かつ 

症状軽快後 72

時間を経過した

時点に解除 

感
染
疑
い
の
PCR
検
査
・抗
原
検
査 

結果が出る

まで 

登園自粛 

症状が改善

されるまで、

自宅療養。 

解熱後 24

時間経過か

ら登園可能。 

登園自粛 

結果が出る

まで、 

登園自粛 

同
居
者
の
感
染
疑
い
の
PCR
検
査
・

抗
原
検
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陽性の場合は、

※２に移行。 

陰性の場合は、

症状が改善され

るまで、自宅療

養 

当
該
同
居
者
の
PCR
検
査
・抗
原
検
査
（陰
性
（確

定
診
断
の
も
の
を
要
す
る
。
）） 

当
該
同
居
者
の
PCR
検
査
・抗
原
検
査
（受
け
な
い
） 

当
該
同
居
者
の
PCR
検
査
・抗
原
検
査
（陽
性
） 

登園再開

可能 

濃厚接触

者の待機

期間終了

後から登

園可能。 

※１の 

対応に

移行 

保健所のルール 

※１ 

市の登園ルール 

※2 


